
平成31手壁研修実施計画一覧表(平成30年度との比較表）

*研悠名の頭に付した妃号は,◎は中央研修,Oは高銭委嘱,●は自庁研修を表す．
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番号 研修名等

成31年度

実施時期 斯問 人員

平成30年度

実施時期 期間 人員
備考

1 、首席書記官研究会 31.9.18(水)～9.19(木） 2 約30 30.6.26(火)～6.27体） ． 2 29

2
、首席家庭
査官研究会

銭判所調
第1回

第2回

31.9,5(木)～9.6(金）

31.11.19(火)～11.20")

2

2

8

50

30.9.6(木)～9.7(金）

30.皿.20(火)～1121(水）
8

2

2

7

50

3 、事務局長研究会 32.2.20(木)～2.21(金） 2 "20 312.21(木)～2.22(金） 2 24

4 ◎笹理者研究会〈組織運営)(※） 31.5.21(火)～5.23(木） 3 約60 30.5.22(火)～5.24(木） 3 70
平成30年度は司研と一部合
同で実施

5
◎次席家庭銭
会

判所闘壷官等研究
31.9.25(水)～9.27(金） 2.5 未定 30.9.26(水)～9.28(金） 2.5 18

6 ◎管理者研究会 31.4.15(月)～4.19(金） 5 約1” 30.4.16(月)～4.20.(金） 5 92

7 ＠研修計函鯰錘今
0

32.1.9(木)～1.10(金） 1．5 25 31.1.10体)～1.11(金） 1．5 25

◎中間管理者
(銭判部)研修

も

第1回

第2回

第3回

3ul0.16(火)～10.19(金）

30.11.13(火)～11.16（金）

31.2.5(火)～2.8(釦

4

4

4

71

69

74

平成31年度は中間管理者研
修】及び、として実施

、
q

、中間管理者(事麓周)研修 30.12.11(火)～12.14(金） 4 “
平成31竿度は中間管理者研
修I及び、として実施

、 ＠操長補佐研究会 30.12.18(火)～12,19(水） 2 21
平成31隼度は中閲管理者
修I及び、として実施

研

8 ◎中間管理者研修】

第1回

鯖2回

第3回

31.1“5(火)～10.18（金）

32.1.14(火)～1.17(金）

32.2.4(火)～2.7(金）

4

4

4

約80

約80

約80

度
度
年
年 し

9 ◎中間
■

■

管理者研修、
第1回

薦2回

31.10.29(火)～10.31(木）

31.12.10(火)～12.12(木）

3

3

約釦

約60

10 ◎主任家庭叙判所瞬壷官研修 31.6.25(火)～6.28(金） 3.5 未定 30.619(火)～6.22(金） 3.5 23

11 ◎研修指

●

導研究会
第1回

第2回

31.6.5(水)～6.7(金）

31.12.17(火)～12.19(木）

3

3

約50

約如

30.529(火)～5.31(木）

31.1.16(水)～1.18(金）

3

3

45

41

12
へ…●告ローー壼圭へ

● 凸

民事

刑事

家事

少年

31.5.14(火)～5.15(水）

31.5.14（火）～5.15(”

31.5.16体)～5.17(金）

31.5.16(木)冬5.17(金）

2

2

2

2

約40

約40

約36

約25

30.5.8(火)～5.9(水）

30.5.8(火)～5.9(水）

30.5.10(木)～5.11("

30.5.10(詞～5.11(金）

2

2

2

2

42

32

､36

23
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13 、家事実務研究会(峯） 31.11.6は)～11.8(金） 3 約1“ 30.11.7(水)～11.9(金） 3． 100
平成30年度は司研と
同で実施 一．

一部合

14 ○少年実務研究会(※） 31;9.11(*)～9.13(金） 3 約1閲 30.9.12(水)～9.14(金） 3 99 |；
平成30隼度
同で実施

は司研と一郎合

15
◎民事実務
(※） ．

第1回

第2回

31.6.12(水)～6.13体）

32.1.23(木)～1.24(金）

各2
約50

約50

30.5.30(水)～5.31(木）

31.1.24(木)～1.25(金）

各2

50

50

E成30年度は司研と一部合
Iで実施

■
○
も

●

16 ＠刑事実務研究会(※） 31.11,21（木）
●

～皿言型 (金） 2 約50 30.11.28(水)～11.29体） 2 50 I;
平成30年度
同で実施

は司研と－部合
◆

17‘ 、家事特別研究会(※） 31.10.10体)～10.11(金） 1.5 約50 30.10.11(木)～10.12(金） 1.5 50 1!

準轆

30年度は司研と合同で

18

■

◎家庭哉判所飼変官
特別研修

4

①

第1回

第2回

第3回

31.10.29(火)～11.1(金）

31,12.4(水)～12心(金）

32.1.”(水)～1.31(金）

4

3

3

約釦

鋤0
約40

30.12.4(火)～12.7(金）

31.1.30(*E)～2.1(金）

4

3

41

40． 平成30年度は2回で爽飽
あ

む

、
｡

、恵庭嬢判所国壷官専門研修 30.10.22(月)～10.26(金） 5 49

19 @家庭裁判所圏査官応用研修
巾

＆

31.7.8(月)～7.12(金） 5 未定 30.7.9(月)～7.13(金） 5 ･45

20 ＠適記官中央研修 31.7.3(水)～7.4体） 1.5 約20 30.7.5(木） 1.5 20

◎総括執行官研究会 30.7.10(火)～7.12(木） 2.5 29
隔年で実施
平成31年度は実麓なし

21 ＠執行官実務研究会 32.2.4(火)～2.6(木） 3 未定 31.2.5(火)～2.7体） 3 21

22 ◎新任執行官研修 31.528(火)～5.31(金） 3.5 未定 30.6.12(火)～6.15(金） 3.5 11

23 ＠係長等(総務担当)研修 10.1(火)～10.3(木） 3 "50 30.6.5(火)～6.7(木） ． 3 51

24 ◎係長等(人蝿当)研修 31.10.23(水)～10.25(金） 3 約70 30.6.19(火)～6.21体） 3 69
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26 ◎研惨輻担当者研修 31.6.18(火)～6.20(木） 3 約40 30.9.19(水)～9’21(金） 3 46

27 、総合職採用職員初任研修 31.4.5(金)～4.9(火） ． 3 未定 30.4.6(金)～4.10(火） 3 60

28 ◎愉報ｾｷｭﾘﾃｨ研修 31.10.8(火)～10.9(水） 1.5 約釦 30.10.2(火)～10.3") 1.5 “

29

b

、情報処理研修
第1回

第2回

31.5.21(火>～5.23体）

31.5.28(火)～5.30(木）

3

3

約”

約“

30.5.15(火)～5.17(木）

30.5.22(火)～5.別休）

3

3

59

“

30

錨判事務支援システ
ム(少年事件部分)導
入研修

第1回

鰯2回

第3回

第4回

31.5.13(月>～5.14(火）

31.6.6(木)～6.7(金）

31.7.9(火)～7.10(水）

31.9.9(月)～9.10(火）

2

2

2

2

約釦

約“

約50

約50

31 採用“蝿担当者研究会 31.5.29(水） 1 約30

32

● ●

●

。CA研修実務…
■

前期研修

実務研修

後期研修

31.6.26(水)～7.17(水）

31.7.19(金)～8.21(水）

31.8.23(金)～9.12(詞

15

23

15

未定

30.6,25(月)～7.13(金）

30.7.17(火)～8.17(金）

30.8.”(月)～9.7(金）

19

32

19

59

33
O次席家庭裁判
実務研究会

所鯛壷官等
実施機関が適宜決定 1 未定 実施擬関が適宜決定 1 釦

34 O新任中間管理者研修 実施機関が適宜決定 5 未定 実施磯関が適宜決定． 5 252

35 O書紀富ブﾗｯｼﾆアップ研修 間で実施
10.5 未定

7月から9月までの
健関が適宜控室

間で実施
10.5 306．

36 所鯛変官実務研究会 実施擬関が適宜決定 ． 3 未定 実施椴関が適宜決定 3 238

37 O新任係長研修 実施機関が適宜決定 3 未定 実施概関が適宜決定 3 2“

38 O事務官専門研修 実施機関が適宜決定 1.5～3 未定 実施扱関ｶ麹宜快走 1.5～3 未定

39 Oジャンプアップ研修 実麹磯関が適宜決定 3 未定 実飽椴関が適宜決定 3 未定

40 O事務官法律研修．
通償研催

面接研修

実施磯関が適宜決定

実施機関が適宜決定 9～11

約250
実施機関が適宜決定

実施機関力麺宜決定
a

9～11

255

41 O新採用職員研修 実施撮関が適宜決定 5 未定 実施機関が適宜決定 5 400

42 ●ステップアッ調修
2月から3月までの

関が適宜淡窒
間で実施嬢

3 未定
の間で》

3 未定

43 ●フオローアップセミナー
心

q

0 ①2月及び3月中で実麹樫函
ｵ麺宜決定
②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施嬢
関が適宜決定

約3 未定

①2月及び3月中で実施椴関
が適宜決定

②実施磯関の実備に応じて，
①に定める日に加え,実施擬
関力麺宜決定．

約3 未定

44 ●フレッシュセミナー 採用初日及び2日･目
▲

2 未定 採用初日及び2日目 2 未定

45 ●海域プﾛｯｸ研修 実趨機関が適宜決定 実施擬関が適宜決定

46 ●自庁研修 実施擬関が適宜決定
も
む

実施機関力適宜決定

47 合同実務研究 31.9～32.3 7月 未定 30.9-31.3 7月 3

48 書記官実務研究
■

31.4～32.3 1年 2 30.4-S1.3 1年 2

49

家庭戒判所閣査官実務研究
(個人及び共同研究）

同 上

噛定研究）

31.7～32.3

ﾛ

31-4～32.3

8月

1年

未定

6

30.7～31.3

29.4～31.3

8月

2年

2

6

50

恵庭鏡判所閏在官関係擬関特別
研究(家事及び少年関係機関に
ついての研究）

間
噛

．上

の鐙別についての研究）
同 上

(更生保護についての研究》

31.7～32．3

3仏2～3

31.5～7

8月

1月

2月

未定

3

3

30.7～31.3

31.2～3

30.5～7

8月

1月

2月

17

3

3

“ 霧露”翌第一部 第ユ6期 31.4.4(木)～32.3.2(月） 1年 2” 30.4.5(木)～31.3.1(金） 1竿 189 平成30年度概は第15期生

61 ー■ｰ‐一一＝師ロ
｡
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第15期
(2年生）

第16期
（1年生）

3“､5(木)～32.3.2(月）

31.4.4(木)～33.3.1(月）

2年

2年

59

68

29.4b6体)～31.3.1(金）

30.4.5体)～32.3.2(月）

2年

2年

61

59

平成30年度檀は第14期生

平成30竿度欄は第15期生
ｳ

■

62 家裁闘査官養成媒懸第15期 30.4.5(木)～32.3.2(月） 2年 39 29.4.6体)～31.3.1(金） 2年 41 平成30年度欄は第14期生

63 家裁鯛査官養成録種第ﾕ6期 31.4.4体)～33.3.1(月） 2年、 ． 45 30.4.5(木)～32.3.2(月） 2年 39 平成30年度欄は第15期生



平成31年度裁判所職員(裁判官以外)研修
滋弔｣『リ『茜圖′:合イ

nは研究， nは養成諺f修，生) nは中央研修'nは高裁委嘱研偲 yJ四m1回

※このほか各分野における課題への取組の進展状況,喫緊の課題の発生等に応じて,裁判所職員総合研修所長において,別途研修を実施することがある。
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首席家裁調査官研究会’ 皇一首席書記:官研究会 ’ 事務局長研究会
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